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融資対象者は、次の各号に規定する要件を満たし、融資の返済が可能であると

認められる中小企業者です。 

(1)  ＳＤＧｓ達成の活動目標を宣言（要件①）し、区が指定する基準をクリア（要件②）することを認定

支援機関が確認（要件③）した中小企業（以下「ＳＤＧｓ活動企業」とする。） 

【ＳＤＧｓ活動企業の要件】 

① 2030 年までの世界共通の目標として 2015 年の国連サミットで採択された“Sustainable 

Development Goals：持続可能な開発目標”（略称「ＳＤＧｓ」）に規定された１７のゴールの内、

３つ以上のゴールの達成に向け、その企業者の経営活動のなかで取組むことを宣言すること。 

② ＳＤＧｓの１６９ターゲットを中小企業者の事業活動に適用し、「社会」、「環境」、「ガバナンス」

「地域」の４分野で整理した２７項目の基準のうち、４つの必須項目を含めた１６項目以上に

該当していること。 

③ 中小企業者が前項の基準に該当することについては、当該企業者を支援する認定経営革新等支援

機関（中小企業等経営強化法による）が確認するものとする。 

 

(2)  江戸川区内に住所（法人にあっては本店）を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内  

のみに有し、３年以上経営実績のある個人については、この限りでない。 

(3)  江戸川区内で引き続き１年以上同一事業を経営していること。ただし、１年以上経営実績があり、  

かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。 

(4)  個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完

納していること。ただし、地方税法第 15 条若しくは同法第 15 条の４の規定による徴収猶予又は同

法第 20 条の５の２の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。 

(5)  法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けている

こと（当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。）。 

(6)  信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 

 

 

ＳＤＧｓ活動企業の事業に必要な運転資金、設備資金※ 
※ 工事、機械設備（車両除く）は区内の事業所に施工又は設置場所とするものに限ります。 

土地取得費（借地権含む）は対象になりません。 

 

 

融資名 資金使途 融資限度額 融資期間 据置期間 年利率 利子補給 
信用 

保証料 

ＳＤＧｓ

活動企業

支援融資 

運転資金 

設備資金 
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以内 

1.5%以内 

全額 

補助 
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(1) 原則として信用保証協会の保証を要します。 

(2) 連帯保証人は、信用保証協会の基準によります。（法人：原則として代表者、個人：原則不要） 

 

                                 

 〔ＳＤＧｓ活動企業の確認手続き〕 

融資申込みに先立ち、利用資格を確認します。融資の予定が未定でも確認手続きのみ行うことも可

能です。 

(1) 制度の利用を希望する事業者は、ＳＤＧｓ活動企業としての今後の取組み(内容、目標など)を検討

（※１）し、『ＳＤＧｓ活動宣言書』にまとめます。 

(2) 事業者をよく知る認定支援機関（金融機関、税理士など ※２）に依頼し、事業者の現在の取組みを

「チェックシート」で評価し、『ＳＤＧｓ活動企業に関する評価書』にまとめます。 

(3) 事業者は、『ＳＤＧｓ活動宣言書』と『ＳＤＧｓ活動企業に関する評価書』各２部を区の中小企業相

談室へ提出（郵送）します。 

(4) 中小企業相談室は、『宣言書』、『評価書』の内容を踏まえ、当該事業者がＳＤＧｓ活動企業に該当す

るか、区のＳＤＧｓ推進センターと協議します。その際に、当該事業者へ取組みの内容などについて、

ヒアリングや事業所の訪問を行う場合があります。 

(5) 中小企業相談室は当該事業者の宣言、取組みが【ＳＤＧｓ活動企業の要件】に該当する場合、区の要

望、アドバイスなどを付し、『ＳＤＧｓ活動企業確認書』を事業者へ交付します。 

『宣言書』、『評価書』の提出後、１週間～１０日程度で確認します。『確認書』の有効期間は交付後

１年間とします。事業者は『宣言書』の内容をホームページ等で公開するものとします。 

〔ＳＤＧｓ活動企業支援融資の申込手続き〕 

(6) 事業者は申込書類（所定の申込書等）と、下表の資料を区の中小企業相談室に郵送します。（金融機

関代行可） 

(7) 申込受付後、区は事業者の利用資格、「確認書」の取得状況（有効期間）、資金使途等を審査します。 

(8) 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行します。 

(9) 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。 

(10)融資実行後、金融機関から融資内容に関する報告書（融資結果報告書）と利子補給金申請等委任状を

区に提出します。 

(11)融資結果報告の確認後、区は信用保証料の補助、利子補給を実施します。 

(12)事業者は、融資実行後１年に１回、決算終了後、『宣言書』に掲げた取組みの進捗状況をホームペー

ジ等で公開するものとします。 

〔ＳＤＧｓ活動宣言書、融資申込書等の提出・送付先〕 

江戸川区中小企業相談室 

 （ 〒132-8501 江戸川区中央１－４－１ 江戸川区役所東棟１階 ℡03-5662-0538） 

（※１）ＳＤＧｓ活動宣言の内容について、アドバイスが必要な場合は、中小企業相談室若しくは SDGs 推進係 

（℡03-5662-0091）へご相談ください。 

（※２）「認定経営革新等支援機関」は中小企業等経営強化法に基づき国が認定した中小企業支援の専門機関です。

近くの支援機関は中小企業庁のサイト「支援機関検索システム」で探すことができます

https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea 

ＳＤＧｓ活動企業の宣言から融資実行とその後の報告まで 

保      証 
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 〔ＳＤＧｓ活動企業の確認手続き〕 

１ 

①ＳＤＧｓ活動宣言書【区指定様式】 

ＳＤＧｓの１７ゴールに関する中小企業者の今後の取組みと達成する目標を宣言するもの 

（内容をホームページ等で公開することを前提とします。） 

②ＳＤＧｓ活動企業支援融資に関する評価書【区指定様式】 

ＳＤＧｓの１６９ターゲットによる２７項目の基準について、中小企業者を支援する認定経

営革新等支援機関が調査、聴き取りを行い、その取組状況を確認したもの 

 

 

〔ＳＤＧｓ活動企業支援融資の申込手続き〕 

２ 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書（黄色２枚組）【区指定様式】 

３ 利子補給金申請等委任状（白色２枚組）【区指定様式】 

４ 信用保証料補助金交付申請書（青色２枚組）【区指定様式】 

５ 

資金使途や事業内容を確認する資料【様式は任意】 

・導入機器等の資料：見積書（写）、機器等のカタログ 

・建物工事等の資料：設計図（写）、建築確認申請書（写）、賃貸契約書（写）、見積書（写）など 

 《法 人》 《個 人》 

６ 

履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本） 

印鑑証明書（申込人のもの） 

印鑑証明書（法人のもの） 

７ 
法人税納税証明書〈その１〉又は法人事業税納税証明

書 

所得税納税証明書〈その１〉又は個人事業税納税証明

書 

８ 
法人都民税納税証明書 

（又は法人市町村民税納税証明書） 

特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書 

※江戸川区民（住民税を江戸川区に納めている

方）は省略可 

   ※ＮＰＯ法人の場合は、上記の書類に加えて、前事業年度の「事業報告書等」(写)（原則として東京都の受付印のあるもの）を添付 

    「事業報告書等」… ○事業報告書  ○計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録 

○年間役員名簿 ○社員のうち１０人以上の者の氏名及び住所を記載した書面 

 

 

申 請 等 に必 要 な書 類 ※下記のほか、審査の過程で資料の提出を求める場合があります。 


